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本稿では、ロック権利論において影に隠れがちだった生存権という概念に光をあて

る。ロックは『統治二論』において、様々な権利に言及する。そのうちの主要な権利

を擁護するうえで、ある箇所では自覚的に、またある箇所ではそれほど自覚的にでは

なく、ロックは生存権を前提としていた。これは、ロックの権利論において、生存権

が基底的な位置に置かれていることを示している。 

本稿は、大きく三つの問いに答えることを目的としている。第一は、ロックにおけ

る生存権とは何なのか、第二は、ロックにおける生存権は、彼の権利論の体系の中で

どのような射程を有しているのか、第三は、第二の問いを踏まえて、ロックの考える

生存権の射程は十分なものだろうか、というものである。 

第一の問いは、第 1 章に相当する。ロックにおける生存権は、人類の保全を定める

第一自然法を基礎とした自然権である。この生存権は、二つの側面から成立している。

ひとつは、「他人からの危害を受けない権利」という側面であり、もうひとつは、「生
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活の便宜を享受する権利」という側面である。前者は、ロック自身の言う「自己保存

の権利」と等しい。それに対して後者は、現に所持しているものであれ、いまだ手元

にないものであれ、そこから恩恵を受ける権利という意味を持っている。それらを踏

まえて、本稿では、ロックにおける生存権を「生活の便宜を享受できる状況で、自分

の生命を他人から害されない権利」として解釈した。そのうえで、この生存権に着目

してみると、内容においても論理においても、ロックが擁護する他の様々な権利の基

礎として、この生存権が機能していることが明らかとなる。 

第二の問いは、第 2 章から第 4 章に相当する。ここでは、ロックにおける生存権を

基礎に擁護される具体的な権利として、所有権、相続権、「慈愛の権利」をそれぞれ

取り上げる。これらの各章では、それぞれの権利を擁護するロックの議論を考察する

とともに、生存権がそれぞれの権利に対してどのような役割を果たしているのかとい

う点や、それぞれの権利がどのように生存権の実現に寄与しているかという点にも着

目する。 

このうち第 2 章では、ロック権利論において最大のウェイトを占める所有権論との

関係を明らかにする。ここでいう所有権論とは、主としてロックが『統治二論』後篇

第 5 章で展開した労働所有権論である。ロックの労働所有権論は、ある部分では生存

権に基礎を置く議論を展開しつつも、別の部分では生存権とはその基礎を共有してい

ない議論も展開されている。具体的には、一方で、下級被造物の利用権という生存権

から派生する議論を基礎としつつ、他方で、人身所有権という概念や神による労働の

義務といった別の論拠を基礎としている。これは、生存権と所有権との論理上の分離

である。しかも、後者の生存権とは基礎を共有していないタイプの労働所有権論は、

社会や経済の発展した所有や労働の形態においてより強く表れており、労働所有権論

が深度化すればするほど生存権の役割が弱まっているように見える。しかしロックは、

所有権の導入された発展した社会において、帰結的に生存権が実現するだろう、とい

う議論を織り交ぜている。それは、同意なき所有権取得の議論、所有権取得の制限の

議論、貨幣導入とトリクルダウン理論といった、別々の論点の中において、生存権の

保全や促進を示唆するものである。すなわち、ロックの労働所有権論は、それが深度

化する過程において、生存権の基礎があまり意識されなくなりつつも、生存権という

論点をその眼中から完全に放擲したわけではないのである。以上のことから、論理的
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には生存権から所有権が非連続的な部分があるにもかかわらず、内容的には一貫して

所有権が生存権に寄与するという、ロックの見解を見ることができる。 

第 3 章では、子どもの生存権に注目する。ロックは、子どもの生存権を実現する手

段として、子どもが両親から扶養される権利があると言う。ロックによれば、自然的

に弱く生まれた子どもには、自然権として（親から）扶養される権利があると言う。

また、この扶養される権利を基礎として、親の死後に子どもが親の所有権を継承取得

する相続権が擁護される。しかし、ロックの労働所有権論に立ち返ってみると、子ど

もが成人し自活できる場合には、親の財産によってではなく自らの労働によって生存

権を実現することが、標準的な生存権実現の方法だと考えられる。すなわち、子ども

が成人している場合、子どもの生存権を基礎とした扶養される権利によってでは、相

続権は論理上擁護できないことになる。ロックは、この場合の相続権擁護論として、

親の遺贈の意志を推定し得るだろうという論拠を提示している。しかし、この遺贈の

意志の推定という論拠は、子どもの生存権を基礎とはしていない。ここに、所有権と

同様に相続権の根拠においても、生存権擁護という議論を見せつつも生存権とは別の

根拠を含むというロックの議論を見ることができる。 

第 4 章では、困窮者の生存権に注目する。ロックは、一方で労働によって所有権を

取得することで自活することを原則的な生存権実現の方法として叙述しているが、他

方で自活できない人々の生存権については別の枠組みを用意している。その例外的な

枠組みとして困窮者の生存権を確保する方法が、ロックの言う「慈愛の権利」である

（それに対応する「慈愛の義務」がある）。「慈愛の義務」は、ロック自身の分類によ

って、条件付きの義務（不完全義務）だとされている。それゆえ、あくまでも自発的

な善意や良心に委ねられた、政治権力による強制には馴染まないものである。しかし

同時に、ロックは最も不幸な境遇にある人々への救済は、実定法が配慮すべき事柄だ

とも述べ、ごく限定的ながらも法的な困窮者救済の可能性も示唆するものであった。

思想史的に見ると、困窮者の生存権を論じることは、ロックに特有のことというわけ

ではない。先行者としてはアクィナス、グロティウス、セルデン、同時代人としては

プーフェンドルフ、ティレルなどの自然法思想家によっても、困窮者の生存権の問題

は語られていた。だが、それを富裕者から困窮者への財の移転という枠組みで捉え、

そうした財の移転を権利と義務との対応によって語るという点は、プーフェンドルフ

 3 / 4 
 



やロックの議論において提示されたものであった。ロックにおける「慈愛の権利」は、

それ自体は不完全権であり自発的な行為に留まるものである。しかし、慈愛という（富

裕者から困窮者への）財の移転の枠組みに着想を得た実定法が制定されることは、ロ

ックのいう政治社会において十分あり得ることである。 

第三の問いは、第 5 章に相当する。第 5 章では、前章までに見たロックの権利論に

おける生存権をより良く実現する方法を探る。そのために、ロック自身の議論に対す

る批判的考察と、ロックの生存権概念に若干の修正を加えることを提案する。批判的

考察としては、第 2 章から第 4 章の分析を踏まえて、生存権から所有権を導くことの

論理的必然性が弱いこと、扶養される権利や相続権が（過少と過多の両面で）著しく

不平等であり、「慈愛の権利」が生存権の要請を満たしていないこと、以上を指摘す

る。それらを踏まえて、ロックの生存権について、すべての人々の生存を確保できる

ようなものへと修正を試みる。第一の修正点は、ロックが生存権の内容として挙げた

「生活の便宜を享受する権利」を、「生活必需品への権利」という対物的な権利へと

言い換えることである。第二の修正点は、富裕者から困窮者への財の移転を実定法で

定めるということである。これは、ロック自身の議論においてもその可能性は提示さ

れていたが（第 4 章を参照）、より広範な保障を意図するものである。こうした修正

提案は、部分的にロック自身の見解から離れるものである。しかし、生まれながらの

権利としての生存権の実現、実定法による政治権力の恣意性の排除、人類保全の第一

自然法の実現への寄与といった点は、ロック自身も重視する部分である。したがって、

この修正提案はロックの生存権をより良きものにすると思われる。 

以上のように本稿では、ロック権利論において、基底的でありながらも影に隠れが

ちだった生存権という概念に光をあてた。これにより、ロックの個人主義的かつ自由

主義的な政治哲学のなかに見られる個人の生命の尊重という態度を、改めて明らかに

した。 
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